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別紙 

 

 

土質調査業務の総合評価落札方式における地元企業活用型の試行について 

 

１ 目的 

建設工事に係る技術業務（建設工事に係る技術業務委託の契約等の事務処

理要領について（防整施（事）第１４４号。２８．３．３１。）の別紙第２

項に規定する技術業務をいう。以下「技術業務」という。）のうち、建設工

事に係る技術業務の契約等における一般競争入札の実施細則について（防整

施第５２５２号。令和２年３月３１日。以下「実施細則」という。）の別紙

第２第１項に規定する総合評価落札方式を適用する技術業務については、実

施細則の別紙第４第１項において、総合評価落札方式のタイプが定められて

いるところである。 

今般、最適化事業※における建替対象建物数が、全国約３００地区の駐屯

地等で約１３，０００棟となることから、土質調査業務の発注に当たり、発

注者側の膨大な契約事務処理や受注者側の多数の技術者配置などにより事業

の遂行に支障が生じるおそれがある。このため、発注規模を大きくする計画

であるが、この際、地域に応じた業務のマネジメントを重視する観点から地

元企業の活用を図る発注方式（「地元企業活用型」）を試行することとす

る。 

 

※ 各基地・駐屯地等に保有している建物やライフライン等について、現状

の把握・評価を行い、施設の機能・重要度に応じた構造強化、離隔距離確

保のための再配置・集約化、老朽改修、省エネ対策等を実施するもの。 

 

２ 対象業務 

最適化事業において実施する土質調査業務のうち、予定価格が２，０００

万円以上の業務を対象とする。 

 

３ 総合評価の方法 

  実施細則の別紙第４第１項第３号に規定する、簡易型を適用するものとす

る。 

（１）競争参加資格 



ア 単体又は共同企業体の代表者は、防衛省競争参加資格の測量・建設コン 

サルタント等業務の「地質調査」に係るＡの格付を受けていること。 

なお、代表者を除く構成員の「地質調査」に係る格付は、原則Ｃ以上と

し、業務規模、地元登録企業数等を踏まえ設定することとする。 

イ 地元企業の活用として、地元企業（共同体構成員含む）に対する再委託

等予定金額の割合が、業務委託料の１０％以上であると表明した者に対し

競争参加資格を与えるものとする。 

（２）発注規模 

発注規模は、県単位毎に１件を原則とするが、各地方防衛局及び各地方

防衛支局の事情を踏まえて、適宜、設定するものとし、その規模に応じて

評価項目を選択するものとする。 

（３）評価項目 

業務の規模により、評価項目の判断基準等を使い分けるものとする 

なお、詳細については、付紙１による。 

（４）入札公告及び入札説明書への記載事項 

付紙２による。 

 

４ 評価内容の担保 

  実施細則の別紙第４第９項に基づき、以下の記載例を契約書に記載するこ

と。 

  記載例 

  ・地元企業への再委託等予定金額を業務委託料の○○％以上とすること。

なお、地元企業とは、業務場所と同じ都道府県内に本店の登記がある企

業をいう。 

 

５ 業務成績評定の減点 

  実施細則の別紙第４第１０項に基づき、評価項目に地元企業の採用を追加

して算定するものとする。 

 

６ その他 

本通知の実施に当たり、疑義が生じた場合には、整備計画局建設制度官と

協議するものとする。 



評価の着目点

判断基準

①５点

②０点

①５点

②2点

③1点

④0点

⑤欠格

①２点

②０点

①３点

②０点

③欠格

ー ― ―

地
域
貢
献
度

共
同
体

の
組
成

①共同体の構成員に地元企業が含まれる場合

合計
５点

②単体の場合又は共同体の構成員に地元企業が含まれない場合

地
元
企
業
の

採
用

①地元企業への再委託等予定金額が業務委託料の２０％以上

②地元企業への再委託等予定金額が業務委託料の１０％以上２０％未満

③地元企業への再委託等予定金額が業務委託料の１０％未満

付紙１

業務の規模による評価基準について

評価項目 評価のウエイト（点）

予定価格５千万円以上

地
域
貢
献
度

共
同
体

の
組
成

①共同体の構成員に地元企業が含まれる場合

合計
１０点

補足事項
※ 地元企業とは、業務場所と同じ都道府県内に本店の登記がある企業をいう。
※ 都道府県による設定では評価基準として適性を欠く場合、必要に応じて市町村等での設定を可能とする。
※ 単体又は共同体構成員が地元企業である場合に限り、単体又は共同体構成員の履行予定金額を地元企業の再委託等予定金額として計上し
てもよい。
※ 他の共同体に参加する構成員を再委託先として再委託等予定金額に計上してはならない。

②単体の場合又は共同体の構成員に地元企業が含まれない場合

地
元
企
業
の
採
用

①地元企業への再委託等予定金額が業務委託料の３０％以上

②地元企業への再依託等予定金額が業務委託料の２５％以上３０％未満

③地元企業への再委託等予定金額が業務委託料の２０％以上２５％未満

④地元企業への再委託等予定金額が業務委託料の１０％以上２０％未満

⑤地元企業への再委託等予定金額が業務委託料の１０％未満

予定価格２千万円未満

地域貢献度 加点なし（従前どおり）

予定価格２千万円以上５千万円未満



付紙２ 
 

Ⅰ入札公告の記載例 

〇 業務概要 

( ) 本業務は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評

価落札方式の対象業務である。また、地域に応じた業務のマネジメントを重視する観

点から地元企業の活用を図る「地元企業活用型」の試行対象業務である。 

 

○ 競争参加資格 

（ ）本業務は、業務を実施する都道府県内に所在する地元企業を再委託先に採用

する予定、又は、業務を実施する都道府県内に本店が所在する単体若しくは共同体

構成員において、再委託等予定金額が業務委託料の１０％以上であること。なお、業

務の実施にあたり、申請した再委託等予定金額に満たなかった場合、ペナルティとし

て口頭注意、書面注意等の措置を行うことがある。 

 

Ⅱ入札説明書の記載例 

〇 業務概要 

( ) 本業務は、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評

価落札方式の対象業務である。また、地域に応じた業務のマネジメントを重視する観

点から地元企業の活用を図る「地元企業活用型」の試行対象業務である。 

 

○ 競争参加資格 

（ ） 本業務は、業務を実施する都道府県内に所在する地元企業を再委託先に採用

する予定、又は、業務を実施する都道府県内に本店が所在する単体若しくは共同体

構成員において、再委託等予定金額が業務委託料の１０％以上であること。なお、業

務の実施にあたり、申請した再委託等予定金額に満たなかった場合、ペナルティとし

て口頭注意、書面注意等の措置を行うことがある。 

 

〇 総合評価に関する事項 

(1) 評価項目 

本業務の評価項目は、次のアからオまでとする。 

ア 企業の実績及び能力 

イ 配置予定管理技術者の経験及び能力 

ウ その他 

エ 地域貢献度 

オ 賃上げ表明企業評価 

 

〇 競争参加資格の確認等 

● 地域貢献度 

（ ） 共同体の構成員 



共同体の構成員に地元企業を含める場合に記載する。 

構成する地元企業が複数ある場合は、全者記載すること。なお、地元企業とは、業

務場所と同じ都道府県内に本店の登記がある企業をいう。 

記載様式は別紙様式第■－■とする。 

 

（ ） 地元企業の再委託等採用予定状況 

本業務は、業務を実施する都道府県内に所在する地元企業を再委託先に採用す

る予定、又は、業務を実施する都道府県内に本店が所在する単体若しくは共同体構

成員において、再委託等予定金額が業務委託料の１０％以上であることを記載する。

なお、地元企業とは、業務場所と同じ都道府県内に本店の登記がある企業をいう。

又、他の共同体に参加する構成員を再委託先として再委託等予定金額に計上しては

ならないが、契約締結後にその構成員を再委託先とすることは、可能である。 

記載様式は別紙様式第▲－▲とする。 



様式第■-■　　

業務名：

注： 1

2

3

　地元企業の名称や所在地が確認できる資料を添付する。

□共同体の構成員に地元企業が含まれない共同体での参加

　共同体構成員に地元企業が複数者いる場合、全者の内容を記載すること。

共同体の構成員

項目 内容

共同体の構成員

□地元企業を共同体の構成員に含めて参加

①地元企業の業務内容・担当区分等

②地元企業の名称・所在地・代表者名

　共同体の構成員における地元企業の参加の有無等について、いずれかの「□」
に「■」を付す。



様式第▲-▲　　

業務名：

注： 1

2

3

4

5

地元企業の採用計画等予定状況

項目 内容

□　地元企業への再委託の計画がある

①再委託を計画している業務内容・担当区分等

地元企業の採用計画等

②業務委託料に対する、地元企業への再委託予定金額の
割合

③計画している再委託先企業の名称・所在地・代表者名

□　単体又は共同体の構成員が地元企業である

①地元企業である単体又は共同体の構成員が計画してい
る業務内容・担当区分等

②業務委託料に対する、地元企業である単体又は共同体
の構成員の履行予定金額の割合

　他の共同体に参加する構成員を再委託先として再委託等予定金額に計上しては
ならない。

　計画している地元企業が複数者いる場合又は共同体構成員に地元企業が複数者
いる場合、全者の内容を記載すること。

　地元企業への再委託の計画等について、いずれかの「□」に「■」を付す。

　再委託先予定企業の地元企業名称や所在地が確認できる資料を添付する。

　地元企業への再委託等予定金額の割合が１０％未満の場合、欠格とする。


